
一
、
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
に
つ
い
て

　

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
は
、
近
衛
府
が
成
立
し
た
天
平
神
護
元
年
（
七
六

五
）
か
ら
十
三
世
紀
半
ば
に
お
け
る
近
衛
府
下
級
官
人
（
将
監
・
将
曹
・
医
師
・

府
生
・
番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛
）
の
う
ち
、
確
認
で
き
う
る
補
任
状
況
を
調

査
・
整
理
し
、
順
次
公
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
将
監
（
採
録
期
間
：
寛

元
元
年
〔
一
二
四
三
〕
〜
宝
治
二
年
〔
一
二
四
八
〕）、
医
師
（
採
録
期
間
：
承
和

二
年
〔
八
三
五
〕
〜
寛
元
二
年
〔
一
二
四
四
〕）、
府
掌
（
採
録
期
間
：
元
慶
五
年

〔
八
八
一
〕
〜
建
久
九
年
〔
一
一
九
八
〕）、
将
曹
（
採
録
期
間
：
神
護
景
雲
元
年

〔
七
六
七
〕
〜
天
仁
二
年
〔
一
一
〇
九
〕）
の
順
に
掲
載
す
る
。
な
お
、
将
監
、
医

師
及
び
府
掌
の
補
任
稿
は
本
稿
を
も
っ
て
完
了
と
す
る
が
、
将
曹
に
関
し
て
は
、

紙
数
の
都
合
上
、
次
号
以
降
に
続
載
す
る
予
定
で
あ
る
。

二
、
凡
例

① 
本
補
任
稿
は
左
右
近
衛
府
の
う
ち
（
表
①
）、
将
監
・
将
曹
・
医
師
・
府
生
・

番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛
の
下
級
官
人
の
補
任
状
況
を
官
職
ご
と
の
項
目
に

記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
本
稿
は
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
か
ら
宝

治
二
年
（
一
二
四
八
）
ま
で
の
将
監
、
承
和
二
年
（
八
三
五
）
か
ら
寛
元
二
年

(

1 (

(

2 (

(

3 (

(

4 (

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿

│
│
将
監
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医
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・
府
掌
│
│

西

山

史
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介

　

本
稿
は
、
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
か
ら
十
三
世
紀
半
ば
の
期
間
に
お

け
る
近
衛
府
の
将
監
・
将
曹
・
医
師
・
府
生
・
番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛

の
官
人
の
補
任
状
況
を
調
査
・
整
理
し
た
も
の
の
一
部
で
あ
る
。

　

一
部
の
近
衛
府
官
人
の
補
任
状
況
は
す
で
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本

補
任
表
は
既
存
の
補
任
類
の
欠
を
補
い
、
研
究
の
進
展
の
助
け
と
な
る
こ
と

を
目
指
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
、
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
全
体
の
う
ち
、
将

監
・
将
曹
（
一
部
）・
医
師
・
府
掌
の
補
任
状
況
を
ま
と
め
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

近
衛
府
、
下
級
官
人
、
補
任
、
平
安
期
、
鎌
倉
期

〔
抄　

録
〕佛

教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　
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（
一
二
四
四
）
に
お
け
る
医
師
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
か
ら
建
久
九
年
（
一

一
九
八
）
に
お
け
る
府
掌
、
そ
し
て
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
か
ら
天
仁
二

年
（
一
一
〇
九
）
に
お
け
る
将
曹
を
掲
載
す
る
。

② 

左
右
近
衛
府
い
ず
れ
か
に
所
属
し
て
い
る
か
が
不
詳
の
場
合
は
、「
左
右
不
詳
」

の
項
目
に
記
し
た
。

③ 

人
物
の
表
記
に
つ
い
て
、
位
階
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は

〔　〕
内
に
記
載
し
、
位

階
が
不
明
の
場
合
は

〔─〕
と
記
載
し
た
。
加
階
の
記
述
が
あ
る
場
合
は
加
階
後
の

位
階
を
記
載
、
備
考
に
そ
の
内
容
を
記
載
し
た
。
府
生
以
下
に
は
、
本
来
相
当

位
階
の
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
同
様
に
記
載
し
た
。

④ 

在
職
で
あ
る
、
或
い
は
そ
う
思
わ
れ
る
場
合
は
「
在
」、
新
た
に
任
じ
ら
れ
た

場
合
は
「
任
」、
す
で
に
死
去
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
「
故
」

を
備
考
欄
内
の
先
頭
に
記
載
し
た
。

⑤ 

兼
官
、
兼
職
が
あ
る
場
合
は
備
考
に
記
載
し
た
。
そ
の
他
必
要
と
思
わ
れ
る
事

項
を
備
考
欄
に
記
載
し
た
。

⑥ 

出
典
の
記
載
は
（『
史
料
名
』
年
月
日
）
で
示
し
、
閏
月
は
○
枠
で
示
し
た
。

基
本
的
に
そ
の
年
の
初
見
月
日
を
記
載
し
た
が
、
初
見
月
日
以
降
よ
り
詳
細
な

所
属
、
経
歴
な
ど
の
記
述
が
確
認
で
き
る
場
合
は
そ
の
月
日
を
記
載
し
た
。

⑦ 

そ
れ
ぞ
れ
の
出
典
は
（　

）
内
に
記
載
し
、
ま
た
一
部
の
史
料
名
に
つ
い
て
は

次
の
通
り
略
記
し
た
。
な
お
、
古
記
録
の
名
称
に
つ
い
て
大
日
本
古
記
録
、
増

補
史
料
大
成
、
史
料
纂
集
等
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
古
記
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

名
称
を
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
。『
群
書
類
従
』
や
『
歴
代
残
闕
日
記
』、
そ
の
ほ

か
史
料
紹
介
等
に
収
録
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
古
記
録
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
同

一
人
物
の
日
記
で
も
、
広
く
周
知
さ
れ
て
い
る
名
称
と
は
別
の
名
称
で
記
載
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
基
本
的
に
記
主
の
名
前
を
冠
す
る
名
称
に
統

一
し
た
。
ま
た
、
前
述
の
大
日
本
古
記
録
、
増
補
史
料
大
成
、
史
料
纂
集
、
そ

の
他
刊
本
の
書
誌
情
報
の
記
載
は
省
略
し
た
が
、
史
料
紹
介
等
の
書
誌
情
報
は

適
宜
注
に
記
し
た
。

略
記
一
覧
：『
古
今
和
歌
集
目
録
』（『
古
今
』）、『
古
今
著
聞
集
』（『
著
聞
』）、

『
平
安
遺
文
』（『
平
遺
』）、『
楽
所
補
任
』（『
楽
所
』）、『
外
記
補
任
』（『
外

記
』）、『
大
間
成
文
抄
』（『
大
間
』）、『
魚
魯
愚
鈔
』（『
魚
魯
』）、『
賭
弓
部
類
記
』

（『
賭
部
』）、『
仙
洞
御
移
徙
部
類
記
』（『
移
徙
』）、『
御
譲
位
記
』（『
譲
位
』）、

『
九
条
家
本
紙
背
文
書
集　

中
右
記
』（『
九
中
』）、『
類
聚
国
史
』（『
類
国
』）、

『
政
事
要
略
』（『
要
略
』）、『
朝
野
群
載
』（『
朝
野
』）、『
朝
野
群
載
抄
』（『
朝
群

抄
』）、『
続
左
丞
抄
』（『
左
丞
』）、『
類
聚
符
宣
抄
』（『
符
宣
』）、『
本
朝
世
紀
』

（『
世
紀
』）、『
日
本
紀
略
』（『
紀
略
』）、『
続
日
本
紀
』（『
続
紀
』）、『
日
本
後
紀
』

（『
後
紀
』）、『
続
日
本
後
紀
』（『
続
後
紀
』）、『
文
徳
天
皇
実
録
』（『
文
徳
』）、

『
日
本
三
代
実
録
』（『
三
代
』）、『
吏
部
王
記
』（『
吏
部
』）、『
村
上
天
皇
御
記
』

（『
村
上
』）、『
親
信
卿
記
』（『
親
信
』）、『
御
堂
関
白
記
』（『
御
堂
』）、『
小
右
記
』

（『
小
右
』）、『
定
家
朝
臣
記
』（『
定
家
』）、『
土
右
記
』（『
土
右
』）、『
水
左
記
』

（『
水
左
』）、『
江
記
逸
文
集
成
』（『
江
逸
』）、『
為
房
卿
記
』（『
為
房
』）、『
時
範

記
』（『
時
範
』）、『
中
右
記
』（『
中
右
』）、『
中
右
記
部
類
』（『
中
部
』）、『
寛
治

二
年
記
』（『
寛
治
』）、『
後
二
条
師
通
記
』（『
師
通
』）、『
栄
昌
記
』（『
栄
昌
』）、

『
師
元
朝
臣
記
』（『
師
元
』）、『
実
行
公
記
』（『
実
行
』）、『
長
秋
記
』（『
長

秋
』）、『
雅
実
公
記
』（『
雅
実
』）、『
山
槐
記
』（『
山
槐
』）、『
兵
範
記
』（『
兵

範
』）、『
明
月
記
』（『
明
月
』）、『
三
長
記
』（『
三
長
』）、『
猪
隈
関
白
記
』（『
猪

隈
』）、『
岡
屋
関
白
記
』（『
岡
屋
』）、『
民
経
記
』（『
民
経
』）、『
葉
黄
記
』（『
葉

(
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黄
』）、『
平
戸
記
』（『
平
戸
』）、『
経
俊
卿
記
』（『
経
俊
』）、『
妙
槐
記
』（『
妙

槐
』）、『
吾
妻
鏡
』（『
吾
妻
』）

⑧ 

本
補
任
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
笹
山
晴
生
「
左
右
近
衛
府
官
人
・
舎
人
補
任

表
│
│
下
級
官
人
・
舎
人
そ
の
（
一
）
│
│
」（『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
学

科
紀
要
』
六
一
、
一
九
七
五
）、「
左
右
近
衛
府
官
人
・
舎
人
補
任
表
│
│
下
級

官
人
・
舎
人
そ
の
（
二
）
│
│
」（『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
学
科
紀
要
』
六

六
、
一
九
七
八
）
も
参
照
し
て
い
る
。

⑨ 

人
物
比
定
に
つ
い
て
、
史
料
上
で
は
、
姓
或
い
は
名
が
同
名
同
音
の
場
合
、
人

物
の
混
同
が
考
え
ら
れ
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
や
姓
名
い
ず

れ
か
の
記
載
が
無
い
場
合
、
例
え
ば
刊
本
で
は
編
纂
者
に
よ
っ
て
人
物
な
ら
び

に
姓
名
の
同
定
・
推
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
疑
問
無
し
と
し
な
い
部
分
も
あ

る
。
よ
っ
て
本
補
任
稿
で
は
『
群
書
系
図
部
集
』、「
楽
家
系
図
」
及
び
京
都
大

学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
下
野
氏
系
図
』・『
秦
氏
系
図
』
所
収
の
諸
氏
系
図
、

『
平
安
人
名
辞
典
│
│
長
保
二
年
│
│
』、『
平
安
人
名
辞
典
│
│
康
平
三
年

│
│
』
上
・
下
、『
平
安
時
代
史
事
典
』
等
も
参
照
し
て
姓
名
の
推
定
を
行

い
、
備
考
欄
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
。

⑩ 

史
料
上
、「
○
○
子
」、「
○
○
男
」
と
表
記
さ
れ
、
人
物
比
定
が
困
難
な
も
の

は
、
人
物
欄
中
に
「
○
○
子
」
と
統
一
し
て
表
記
し
た
。

⑪ 

人
物
に
よ
っ
て
は
数
年
以
上
に
わ
た
り
近
衛
府
官
職
に
在
職
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
が
、
そ
の
間
一
部
の
年
に
お
い
て
人
名
の
記
載
は
有
る
も
の
の
官

職
が
確
認
で
き
な
い
例
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
前
後
の
時

期
に
お
け
る
在
職
状
況
か
ら
官
職
の
推
定
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
十
二
世
紀

後
期
に
は
、
同
一
の
近
衛
府
下
級
官
人
が
降
格
、
昇
進
を
繰
り
返
す
事
例
も
一

部
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
本
補
任
稿
で
は
あ
え
て
採
録
し
て
い
な

い
。
ま
た
、
近
衛
府
下
級
官
人
で
あ
る
こ
と
は
判
明
す
る
も
の
の
、
職
が
不
明

な
場
合
も
同
様
に
採
録
し
て
い
な
い
。

⑫ 

史
料
上
に
は
「
左
近
大
夫
」・「
右
近
大
夫
」
と
「
大
夫
将
監
」
の
表
記
が
み
ら

れ
る
。
通
常
、
前
者
は
叙
爵
後
将
監
を
離
職
し
た
者
、
後
者
は
叙
爵
後
も
在
職

し
て
い
る
者
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
古
記
録
を
中
心
に
、
厳
密
に
両

者
を
区
別
し
に
く
い
事
例
も
数
例
み
ら
れ
る
た
め
、
便
宜
上
「
左
近
大
夫
」・

「
右
近
大
夫
」
も
採
録
し
た
。

〔
注
〕

本
補
任
稿
で
は
、
将
監
以
下
の
近
衛
府
官
人
を
近
衛
府
の
下
級
官
人
と
区
分
し
て

い
る
。
こ
の
区
分
は
笹
山
晴
生
氏
に
よ
る
近
衛
府
大
将
・
中
将
・
少
将
を
上
級
官

人
、
近
衛
府
将
監
以
下
を
下
級
官
人
と
す
る
理
解
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
詳
し

く
は
笹
山
晴
生
「
平
安
前
期
の
左
右
近
衛
府
に
関
す
る
研
究
」（
坂
本
太
郎
博
士

還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
）、

同
「
左
右
近
衛
府
上
級
官
人
の
構
成
と
そ
の
推
移
」（
土
田
直
鎮
先
生
還
暦
記
念

会
編
『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』
下
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
、
以
上

『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』〔
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
〕
再
収
）
を
参

照
。

近
衛
府
官
人
の
補
任
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
笹
山
晴
生
「
左
右
近
衛
府
官

人
・
舎
人
補
任
表
│
│
下
級
官
人
・
舎
人 

そ
の
（
一
）
│
│
」（『
東
京
大
学
経

学
部
人
文
科
学
紀
要
』
六
十
一
、
一
九
七
五
）、
同
「
左
右
近
衛
府
官
人
・
舎
人

補
任
表
│
│
下
級
官
人
・
舎
人 

そ
の
（
二
）
│
│
」（『
東
京
大
学
経
学
部
人
文

科
学
紀
要
』
六
十
六
、
一
九
七
八
）、
市
川
久
編
『
近
衞
府
補
任　

第
一
』（
続
群

書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
二
）、
同
『
近
衞
府
補
任　

第
二
』（
続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
九
三
）
が
あ
る
。
本
補
任
稿
は
こ
れ
ら
の
補
任
類
を
参
考
と
し
て
、
そ

の
欠
を
補
う
か
た
ち
で
作
成
し
て
い
る
。

(

10(
(

11(

(

12(

(

13(

(

1 (

(

2 (

佛
教
大
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文
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研
究
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四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
一
九



拙
稿
「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
1
）」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
│
│
文
学

研
究
科
篇
│
│
』
四
六
、
二
〇
一
八
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
│
│
府
生

│
│
（
1
）」（『
鷹
陵
史
学
』
四
四
、
二
〇
一
八
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿

（
2
）
│
│
将
監
│
│
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
│
│
文
学
研
究
科
篇
│
│
』

四
七
、
二
〇
一
九
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
│
│
府
生
│
│
（
2
）」（『
鷹

陵
史
学
』
四
五
、
二
〇
一
九
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
3
）
│
│
将
監

│
│
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
│
│
文
学
研
究
科
篇
│
│
』
四
八
、
二
〇
二

〇
）、「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
│
│
府
生
│
│
（
3
）」（『
鷹
陵
史
学
』
四

六
、
二
〇
二
〇
）。
な
お
、
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
の
作
成
意
図
な
ら
び
に
近

衛
府
や
近
衛
府
下
級
官
人
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
上
記
拙
稿
に
お
い
て
言
及
し

て
い
る
た
め
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

近
衛
府
下
級
官
人
の
補
任
状
況
は
十
三
世
紀
末
期
ま
で
調
査
、
整
理
を
し
て
い
る

が
、
こ
の
期
間
の
医
師
、
府
掌
に
つ
い
て
在
職
が
判
明
し
て
い
る
の
は
、
管
見
の

限
り
本
補
任
稿
の
内
容
の
通
り
で
あ
る
。

井
上
幸
治
『
外
記
補
任
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
四
）。

高
田
義
人
「『
朝
野
群
載
抄
』
に
つ
い
て
」（『
栃
木
史
学
』
一
八
、
二
〇
〇
四
）。

佐
藤
宗
諄
先
生
退
官
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
親
信
卿
記
の
研
究
』（
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
五
）

木
本
好
信
編
『
江
記
逸
文
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
）。

木
本
好
信
・
中
丸
貴
史
・
樋
口
健
太
郎
編
『
時
範
記
逸
文
集
成
』（
岩
田
書
院
、

二
〇
一
八
）。

『
群
書
系
図
部
集
』
一
〜
七
（
続
群
諸
類
従
完
成
会
、
一
九
七
三
）。

「
楽
家
系
図
」（『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成　

三
』
所
収
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九

九
八
）。

槇
野
廣
造
『
平
安
人
名
辞
典
│
│
長
保
二
年
│
│
』（
高
科
書
店
、
一
九
九
三
）、

同
『
平
安
人
名
辞
典
│
│
康
平
三
年
│
│
』
上
・
下
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
・

二
〇
〇
八
）

『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
）。

（
に
し
や
ま　

し
ろ
う　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
佐
古　

愛
己　

准
教
授
）

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
三
日
受
理

(
3 (

(

4 (

(

5 (
(

6 (

(

7 (

(

8 (

(

9 (

(

10(

(

11(

(

12(

(

13(

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
二
〇



左
右
近
衛
府
将
監

和
暦
（
西
暦
）

左
近
衛
将
監

備
考
・
出
典

右
近
衛
将
監

備
考
・
出
典

左
右
不
詳

備
考
・
出
典

寛
元
元
年
（
1243）

大
江
佐
房
〔（
五
位
）〕

在
：（『

吾
妻
』
寛
元
1
・
7
・
17）

北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
：「
相
模
右
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
1
・

7
・
17）

丹
波
時
連
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
1
・
23）

宗
友
成
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
1
・
23）

藤
原
清
親
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
遠
康
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
季
時
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
為
資
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
重
俊
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
能
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
1
・
28）

藤
原
友
枝
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
八
王
子
遷
宮
功
」
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
2
・
1
・
28）

源
広
義
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ
り
、
右
近
将
監

に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
盛
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
八
王
子
遷
宮
拝
殿
功
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
師
国
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
臨
時
に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

藤
原
教
久
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
当
年
元
三
替
物
功
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

清
原
宗
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
3
・
6
）

源
重
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ
り
、
左
近
将
監

に
任
ず
。（
同
上
）

平
親
久
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

表
①

9
~12c

に
お
け
る
左
右
近
衛
府
官
制
表

区
分

官
職

総
称

相
当
位
階

左
右
合
計
員
数
随
身
・
権
随
身
楽
人
・
舞
人
年
預
庁
頭

上
級
職

大
将

─
正
・
従
二
位
（
従
三
位
）

2（
2）

─
中
将

次
将

正
三
位
～
従
四
位
（
従
四
位
下
）

2～
6（
2）

少
将

従
四
位
下
～
従
五
位
（
正
五
位
下
）

4～
8（
4）

下
級
職

将
監

官
人

従
五
位
～
正
六
位
（
従
六
位
上
）

 8～
（
8）

（
○
）

○
○

─
将
曹

官
人

従
五
位
～
従
七
位
（
従
七
位
下
）

16～
（
8）

○
○

─
○

医
師

─
従
五
位
～
正
六
位
（
正
八
位
）

 1～
（
2）

─
─

─
─

府
生

官
人

正
六
位
上
～
従
七
位

20～
（
12）

○
○

○
○

番
長

物
節

─
13～

（
12）

○

─
案
主

4～
─

府
掌

5～
○

近
衛

─
従
八
位
～
大
初
位
・
无
位

27～
（
400）

○
駕
輿
丁

─
─

─
─

使
部

（
20）

直
丁

（
4）

・
 左
表
は
『
近
衞
府
補
任
』、『

公
卿
補
任
』、
各
古
記
録
、
笹
山
晴
生
氏
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の

研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
1985）、

古
藤
真
平
「
中
衛
府
・
近
衛
府
官
員
制
度
の
再
検
討
」

（
角
田
文
衛
先
生
傘
寿
記
念
会
編
『
古
代
世
界
の
諸
相
』、
晃
洋
書
房
、
1993所

収
）
を
参
照
し
て

作
成
し
た
。

・
 区
分
の
項
に
つ
い
て
は
、
笹
山
氏
（
上
掲
）
の
近
衛
府
内
に
お
け
る
官
職
格
差
に
関
す
る
理
解
に

従
っ
て
区
分
し
て
い
る
。

・
 位
階
お
よ
び
左
右
合
計
員
数
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
階
は
史
料
よ
り
確
認
で
き
る
位
階
の

範
囲
を
記
載
し
、
ま
た
左
右
合
計
員
数
に
つ
い
て
は
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
最
低
限
の
人
数
を
記

載
し
た
。

・
 （　
）
内
は
、
古
藤
氏
（
上
掲
）
が
復
元
さ
れ
た
弘
仁
格
式
制
時
の
左
右
近
衛
府
の
官
員
制
を
参

照
し
た
。

・
 な
お
、
9c
以
前
の
近
衛
府
官
職
の
う
ち
、
案
主
は
長
徳
4
年
（
998）

に
、
府
掌
は
元
慶
5
年

（
881）

に
み
え
る
の
が
史
料
上
で
の
初
見
で
あ
る
。

・
 総
称
の
項
は
、
各
古
記
録
に
お
い
て
近
衛
府
の
各
職
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
総
称
さ
れ
て
い
た

か
を
記
載
し
た
。
詳
し
く
は
吉
川
真
司
編
『
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
の
古
文
書
：
第
4
輯
　
勧

修
寺
家
本
職
掌
部
類
』（
思
文
閣
出
版
、
1989）、

佐
々
木
恵
介
「『
小
右
記
』
に
み
る
摂
関
期
近

衛
府
の
政
務
運
営
」（
同
『
日
本
古
代
の
官
司
と
政
務
』、
吉
川
弘
文
館
、
2018〔

初
出
1993〕）

を
参
照
。

・
 随
身
、
楽
人
・
舞
人
、
年
預
、
庁
頭
の
項
に
つ
い
て
は
、
近
衛
府
官
人
が
兼
帯
す
る
職
務
の
有
無

に
つ
い
て
示
し
た
。

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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寛
元
2
年
（
1244）

丹
波
範
利
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
3
・
6
）

中
原
久
義
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
俊
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

河
内
真
清
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

清
原
朝
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

惟
宗
景
量
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
日
吉
八
王
子
三
宮
功
」
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
2
・
4
・

5
）

藤
原
泰
次
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
仲
家
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
内
給
」
に
よ
り
、
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

狛
光
高
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
還
任
す
。（『

平
戸
』
寛
元
2
・
4
・
5
）

源
雅
範
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
行
村
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
内
給
」
に
よ
り
、
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
忠
泰
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
4
・
28）

/
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に

任
ず
。（『

平
戸
』
同
2
・
8
・
25）

藤
原
以
家
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
春
宮
御
祈
七
瀬
御
祓
功
」
に

よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
宗
光
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（『

平
戸
』
寛
元
2
・
5
・
11）

藤
原
惟
景
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
内
給
」
に
よ
り
、
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
久
村
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

藤
原
宗
弘
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
「
往
年
最
勝
講

功
」
に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元

2
・
5
・
11）

中
原
末
継
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
6
・
22）

中
原
貞
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
定
俊
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
範
経
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
為
尚
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
清
保
〔
―
〕

任
：
最
勝
講
功
人
の
除
目
に
お
い
て
「
府
奏
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
行
頼
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

伴
基
盛
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
6
・
22）

平
光
種
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
7
・
16）

藤
原
忠
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
祐
成
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
貞
康
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
成
国
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
秀
弘
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
能
満
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
国
長
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
江
則
経
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
8
・
25）

藤
原
忠
国
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
7
・
16）

藤
原
経
行
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
季
景
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
親
家
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
宗
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
盛
員
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
国
時
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

三
上
実
景
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
10・

4
）

源
時
保
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
8
・
25）

藤
原
利
基
〔
―
〕

在
：
任
左
右
衛
門
少
尉
を
申
す
。（『

妙
槐
』
寛
元

2
・
1
・
21）

菅
原
為
兼
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
：「
相
模
右
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
2
・

1
・
1
）

源
光
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

能
登
仲
時
〔（
五
位
） 〕

在
：「
右
近
大
夫
」。（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
4
・
21）

藤
原
盛
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
遠
平
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
2
・
10・

4
）

藤
原
為
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
定
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
二
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北
条
時
頼
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
1
・

1
）

武
藤
兼
頼
〔
―
〕

在
：（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
1
・
1
）
/「
右
近
将

監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
8
・
15）

齋
藤
（
名
不
詳
）〔
―
〕

在
：（『

吾
妻
』
寛
元
2
・
1
・
1
）

寛
元
3
年
（
1245）

藤
原
景
家
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
1
・
13）

中
原
盛
長
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。
或
い
は

「
重
長
」
か
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
1
・
13）

藤
原
盛
長
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

和
邇
部
忠
棟
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
去
年
賀
茂
臨
時
祭
功
」

に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・

1
・
17）

源
為
房
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
日
吉
八
王
子
三
宮
拝
殿

功
」
に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元

3
・
1
・
17）

藤
原
季
定
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
東
大
寺
七
塔
御
塔
功
」

に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
知
重
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ
り
、
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
助
盛
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
3
・
8
）

源
広
具
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
去
年
十
月
御
更
衣
功
」

に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
有
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

清
原
家
益
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
3
・
8
）

物
部
兼
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
重
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
俊
清
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
4
・
8
）

秦
広
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

小
乃
清
貞
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

安
倍
兼
盛
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
藤
原
重
光
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
■
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
橘
政
衡
〔
従
五
位
下
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
4
・
8
）
/
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い

て
叙
爵
。（『

平
戸
』
同
3
・
8
・
5
）

中
原
吉
景
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
源
清
信
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
4
・
8
）

平
時
高
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
平
盛
友
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
5
・
8
）

藤
原
為
康
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
源
友
行
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

掃
守
国
弘
〔
―
〕

任
：
祭
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）
橘
信
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
親
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
5
・
8
）

源
影
則
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
助
信
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
光
房
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
包
良
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
俊
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
6
・
26）

良
岑
師
泰
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

高
橋
親
範
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
有
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

佐
伯
守
安
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
宣
通
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
重
経
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
信
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
6
・
26）

藤
原
親
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
重
高
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
則
康
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
能
光
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

安
倍
貞
久
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
造
野
宮
功
」
に

よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『
平
戸
』
寛
元
3
・

8
・
5
）

粟
田
康
友
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
親
茂
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
初
斎
宮
本
宮

功
」
に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　
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〇
二
一
年
三
月
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藤
原
末
広
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
高
季
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
本
宮
功
に

よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
行
泰
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
初
斎
宮
行
事
所

功
」
に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元

3
・
8
・
5
）

平
国
隆
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
丹
生
者
修
理

功
」
に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
氏
弘
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
行
事
所
功

に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
行
時
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
臨
時
」
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
能
忠
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
行
事
所
功

に
よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
守
基
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
大
嘗
会
悠
紀

功
」
に
よ
り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
朝
忠
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
功
人
除
目
に
お
い
て
「
造
野
宮
功
」
に

よ
り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
繁
泰
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
8
・
29）

藤
原
惟
綱
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
8
・
29）

藤
原
長
久
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
保
実
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

卜
部
兼
寛
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
景
良
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
良
久
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

安
曇
包
弘
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
季
光
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
助
成
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
厚
友
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

日
奉
景
能
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

惟
宗
盛
氏
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
野
宮
間
用
途
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近

将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
忠
清
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
「
初
斎
宮
功
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
9
・

12）
源
光
安
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
木
柴
功
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
9
・

12）

服
部
定
幸
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
初
斎
宮
功
に
よ
り
、
左

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
盛
長
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
「
松
尾
社
功
」
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

源
則
元
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
10・

29）
源
盛
信
〔
―
〕

任
：
初
斎
宮
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。

（
同
上
）

伊
福
部
信
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
光
重
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』

寛
元
3
・
10・

29）
紀
能
兼
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

清
原
守
永
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
輔
基
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
11・

3
）

藤
原
重
国
〔
従
五
位
下
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
11・

3
）
/
除
目
に
お
い
て
叙
爵
。

（『
平
戸
』
同
3
・
12・

8
）

藤
原
為
時
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同

上
）

藤
原
雅
世
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
11・

3
）

紀
重
行
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同

上
）

藤
原
定
清
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同

上
）

藤
原
経
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
春
日
行
幸
行
事
所
功
」
に
よ

り
、
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
12・

8
）

平
宗
平
〔
従
五
位
下
〕

在
：
除
目
下
名
に
お
い
て
叙
爵
。（
同
上
）

中
原
能
綱
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
行
事
所
功
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
俊
持
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
春
日
行
幸
頓
宮
功
」
に
よ

り
、
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
12・

8
）

源
家
信
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
行
事
所
功
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

中
原
家
正
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
木
工
寮
功
に
よ
り
、

右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
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紀
種
持
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
行
事
所
功
に
よ
り
、

左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
助
弘
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
内
蔵
寮
功
に
よ
り
、

右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

神
重
助
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
春
日
行
幸
頓
宮
功
に
よ
り
、
左

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
吉
直
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
松
尾
遷
宮
功
」
に
よ
り
、
右

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

大
中
臣
資
平
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
元
三
替
物
功
」
に
よ
り
、
左

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

長
谷
部
氏
連
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
松
尾
遷
宮
功
に
よ
り
、
右
近
将

監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
兼
頼
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
斎
宮
本
所
功
」
に
よ
り
、
左

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

平
信
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
元
三
替
物
功
」
に
よ
り
、
右

近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
尚
益
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
12・

22）
藤
原
忠
能
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（『

平
戸
』
寛
元
3
・
12・

22）

源
高
行
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

源
幸
員
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

平
清
政
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

源
盛
茂
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

橘
高
久
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

平
能
員
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

中
原
宗
季
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

平
俊
弘
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

平
行
俊
〔
―
〕

任
：
春
日
行
幸
料
の
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任

ず
。（
同
上
）

能
登
仲
時
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
」。（『

吾
妻
』
寛
元
3
・
4
・
7
）

北
条
時
頼
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
3
・
1
・

1
）

北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
： （『

吾
妻
』
寛
元
3
・
8
・
15）

寛
元
4
年
（
1246）

藤
原
明
綱
〔
―
〕

在
：
蔵
人
。（『

民
経
』
寛
元
4
・
12・

12）
北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
4
・
2
・

28）
源
仲
忠
〔
―
〕

在
：
院
蔵
人
。（『

葉
黄
』
寛
元
4
・
6
・
28）

北
条
時
頼
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
4
・
1
・

4
）
/
執
権
。（『

吾
妻
』
同
4
・
2
・
23）

/「
左

近
大
夫
将
監
」。（『

葉
黄
』
寛
元
4
・
8
・
27）

北
条
時
兼
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
4
・
8
・

15）

明
石
兼
綱
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
寛
元
4
・
3
・

13）
（
姓
不
詳
）
重
能
〔
―
〕

在
：（『

葉
黄
』
寛
元
4
・
3
・
11）

宝
治
元
年
（
1247）

北
条
時
頼
〔
―
〕

在
：（『

民
経
』
経
光
卿
維
摩
会
参
向
記
紙
背
文
書
）

能
登
仲
時
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
」。（『

吾
妻
』
宝
治
1
・
5
・
14）

北
条
長
時
〔
―
〕

在
：「
相
模
左
近
大
夫
将
監
殿
」。（『

民
経
』
経
光
卿

維
摩
会
参
向
記
紙
背
文
書
）
/「
左
近
大
夫
」。
北
条

重
時
子
。（『

葉
黄
』
宝
治
1
・
6
・
6
）

藤
原
範
頼
〔
六
位
〕

在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（『
経
俊
』
宝
治
1
・
10・

13）

北
条
時
兼
〔 （
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
宝
治
1
・
5
・

14）
源
広
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

経
俊
』

宝
治
1
・
11・

7
）

美
濃
時
秀
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（

同
上
）

中
原
助
氏
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

橘
（
名
不
詳
）〔（

五
位
）〕

故
：
宝
治
合
戦
に
お
い
て
死
去
。「
左
近
大
夫
」。

（『
吾
妻
』
宝
治
1
・
6
・
22）

藤
原
朝
重
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
蓮
華
王
院
惣
社
功
」
に

よ
り
右
近
将
監
に
任
ず
。（『

経
俊
』
宝
治
1
・
12・

12）

（
姓
不
詳
）
康
房
〔（
五
位
）〕
在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（『
経
俊
』
宝
治
1
・
10・

13）

源
仲
忠
〔
六
位
〕

在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（『
経
俊
』
宝
治
1
・
10・

13）
/
院
蔵
人
。（『
経

俊
』
同
1
・
11・

1
）

源
義
持
〔
六
位
〕

在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（『
経
俊
』
宝
治
1
・
10・

13）

藤
原
永
輔
〔
六
位
〕

在
：
後
嵯
峨
上
皇
皇
女
御
湯
殿
の
鳴
弦
を
勤
む
。

（
同
上
）

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
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源
助
忠
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

経
俊
』

宝
治
1
・
11・

7
）

源
資
行
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

藤
原
信
幸
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同
上
）

上
野
国
時
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
「
元
三
替
物
功
」
に
よ
り

左
近
将
監
に
任
ず
。（『

経
俊
』
宝
治
1
・
12・

12）

大
江
家
時
〔
―
〕

任
：
除
目
下
名
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（
同

上
）

宝
治
2
年
（
1248）

大
江
佐
房
〔（
五
位
）〕

在
：「
少
輔
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
宝
治
2
・

1
・
3
）

北
条
時
定
〔（
五
位
）〕

在
：「
右
近
大
夫
将
監
」（『

吾
妻
』
宝
治
2
・
1
・

3
）

那
波
政
茂
〔（
五
位
）〕

在
：「
左
近
大
夫
将
監
」。（『

吾
妻
』
宝
治
2
・
⑫
・

10）
明
石
兼
綱
〔（
五
位
）〕

在
：（『

吾
妻
』
宝
治
2
・
⑫
・
18）

（
姓
不
詳
）
範
重
〔（
五
位
）〕
在
：「
職
事
」、「

左
近
大
夫
」。（『

葉
黄
』
宝
治
2
・

11・
3
）

不
詳

藤
原
棟
材
ヵ
〔
―
〕

故
：「
右
近
進
」（『

左
経
記
』
長
和
5
・
5
・
25）

左
右
近
衛
府
医
師

和
暦
（
西
暦
）

左
近
衛
医
師

備
考
・
出
典

右
近
衛
医
師

備
考
・
出
典

左
右
不
詳

備
考
・
出
典

承
和
2
年
（
835）

紀
福
吉
〔
外
従
五
位
下
〕

在
：
姓
を
賜
り
大
村
直
よ
り
紀
宿
禰
と
す
る
（『
続

後
紀
』
承
和
2
・
10・

4
）。

斉
衡
2
年
（
855）

家
原
善
宗
〔
正
七
位
上
〕

在
：（『

文
徳
』
斉
衡
2
・
8
・
15）

貞
観
10年

（
868）

紀
春
生
〔
外
従
五
位
下
〕

在
：
叙
外
従
五
位
下
。（『
三
代
』
貞
観
10・

1
・

8
）

延
喜
5
年
（
905）

時
原
興
宗
〔
―
〕

在
：
延
長
3
年
、
従
五
位
下
侍
医
兼
医
博
士
備
後
権

介
。（『

符
宣
』
第
九
　

生
試
）

延
喜
3
年
（
925）

宮
春
来
〔
従
六
位
上
〕

在
：
医
博
士
課
試
を
申
請
す
る
。（『

符
宣
』
第
九
　

生
試
）

康
保
3
年
（
966）

河
内
博
遠
〔
―
〕

在
：（『

符
宣
』
第
九
　

生
試
）

永
保
元
年
（
1081）

惟
宗
永
保
〔
正
六
位
上
〕

任
：
典
薬
寮
寮
奏
に
よ
り
左
近
医
師
に
任
ず
。（『

大
間
』
第
七
「
連
奏
」）

康
治
2
年
（
1143）

小
槻
忠
辰
〔
―
〕

在
：
臨
時
除
目
に
お
い
て
右
近
医
師
よ
り
典
薬
少
允

に
任
ず
。（『

世
紀
』
康
治
2
・
1
・
27）

仁
平
2
年
（
1152）

中
原
盛
春
〔
正
六
位
上
〕

在
：（『

兵
範
』
仁
平
2
・
4
・
8
）

久
寿
元
年
（
1154）

清
原
知
政
〔
正
六
位
上
〕

任
：
道
挙
に
よ
り
右
近
医
師
に
任
ず
る
か
。（『

魚
魯
』
巻
第
二
「
医
道
」）
/
医
道
連
奏
に
よ
り
右
近

医
師
に
任
ず
。
丹
波
重
成
弟
子
。（『

大
間
』
第
七

「
道
連
奏
」）

正
治
2
年
（
1200）

惟
宗
基
清
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
医
師
に
任
ず
。（『

明
月
』

正
治
2
・
10・

27）

元
久
2
年
（
1205）

中
原
清
基
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
医
師
に
任
ず
。（『

明
月
』

元
久
2
・
1
・
30）

小
槻
宗
久
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
医
師
に
任
ず
。（『

明
月
』

元
久
2
・
1
・
30）

寛
喜
元
年
（
1229）

中
原
景
清
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
「
道
奏
」
に
よ
り
、
左
近
医
師

に
任
ず
。（『

明
月
』
寛
喜
1
・
10・

6
）

仁
治
元
年
（
1240）

中
原
朝
清
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
左
近
医
師
に
任
ず
。（『

平
戸
』

仁
治
1
・
1
・
22）

寛
元
2
年
（
1244）

中
原
久
定
〔
―
〕

任
：
除
目
に
お
い
て
右
近
医
師
に
任
ず
。 （『
平
戸
』

寛
元
2
・
1
・
23）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
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左
右
近
衛
府
府
掌

和
暦
（
西
暦
）

左
近
衛
府
掌

備
考
・
出
典

右
近
衛
府
掌

備
考
・
出
典

左
右
不
詳

備
考
・
出
典

元
慶
5
年
（
881）

下
毛
野
安
世
〔
―
〕

在
：（『

三
代
』
元
慶
5
・
1
・
-）

承
平
6
年
（
936）

多
修
忠
〔
―
〕

在
：
随
身
。（『

九
暦
』
承
平
6
・
12・

16）

承
平
7
年
（
937）

清
江
忠
秀
〔
―
〕

任
：
賭
射
に
お
い
て
矢
的
中
に
よ
り
、
舎
人
よ
り
府

掌
に
任
ず
。
或
い
は
（『
九
暦
』
承
平
7
・
1
・
19）

仲
野
当
連
〔
―
〕

在
：
賭
射
に
お
い
て
矢
的
中
に
よ
り
、
府
掌
よ
り
権

番
長
に
任
ず
。
或
い
は
（
同
上
）

永
祚
元
年
（
989）

古
部
是
総
〔
―
〕

任
：
大
将
随
身
。
同
日
近
衛
よ
り
物
節
（
府
掌
）
に

任
ず
。（『

小
右
』
永
祚
1
・
7
・
4
）

正
暦
4
年
（
993）

美
努
久
木
〔
―
〕

在
：
も
し
く
は
兵
衛
府
掌
か
。（『

小
右
』
正
暦
4
・

5
・
12）

長
和
2
年
（
1013）

下
毛
野
公
時
〔
―
〕

任
：
右
近
か
。
物
節
・
随
身
多
為
重
の
替
。（『

御
堂
』
,『
小
右
』
長
和
2
・
7
・
22）

/
番
長
に
任

ず
。（『

小
右
』
同
2
・
8
・
16）

長
和
3
年
（
1014）

六
人
部
信
通
〔
―
〕

在
：
物
節
：（『

小
右
』
長
和
3
・
12・

2
）

物
部
宗
時
〔
―
〕

在
：
物
節
定
書
に
載
る
。（『

小
右
』
長
和
3
・
12・

4
）

下
毛
野
公
武
〔
―
〕

在
：
物
節
定
書
に
載
る
。（
同
上
）

寛
仁
元
年
（
1017）

下
毛
野
光
武
〔
―
〕

任
：
藤
原
道
長
随
身
。
下
毛
野
公
時
死
去
の
替
と
し

て
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。（『
小
右
』
寛
仁
1
・

10・
8
）
/
御
馬
騎
。（『

小
右
』
同
1
・
12・

5
）

/
番
長
に
任
ず
。（『

小
右
』
同
1
・
12・

10）

寛
仁
2
年
（
1018）

高
向
公
方
〔
―
〕

在
：
小
一
条
院
随
身
。（『
小
右
』
寛
仁
2
・
4
・

24）

寛
仁
3
年
（
1019）

荒
木
武
晴
〔
―
〕

任
：
藤
原
実
資
随
身
。
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。

（『
小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
19）

/
同
3
・
8
・
28、

番
長
に
任
ず
。

高
扶
武
〔
―
〕

任
：
藤
原
実
資
随
身
。
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。
右

近
か
。
南
海
道
（
淡
路
・
阿
波
・
伊
予
・
讃
岐
）
相

撲
使
。（『

小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
19）

/
番
長
に
任

ず
。（『

小
右
』）
同
3
・
11・

3
）

藤
井
尚
貞
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
3
・
7
・
21）

治
安
元
年
（
1021）

播
磨
貞
安
〔
―
〕

在
：
藤
原
頼
通
随
身
。「
行
幸
」
以
前
に
府
掌
に
補

し
、
幾
程
も
経
ず
に
番
長
に
補
す
。（『

小
右
』
治
安

1
・
10・

29）
六
人
部
保
武
〔
―
〕

任
：
身
人
部
保
武
と
同
一
か
。
故
三
条
上
皇
の
仰
せ

に
よ
り
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。（『

小
右
』
治
安

1
・
10・

29）

治
安
3
年
（
1023）

六
人
部
保
武
〔
―
〕

在
：
身
人
部
保
武
と
同
一
か
。
藤
原
実
資
随
身
。
山

陰
道
相
撲
使
。（『

小
右
』
治
安
3
・
5
・
2
）

紀
元
武
〔
―
〕

任
：
藤
原
実
資
随
身
。
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。

「
元
武
」
と
す
る
は
誤
り
か
。（『

小
右
』
治
安
3
・

8
・
16）

万
寿
2
年
（
1025）

紀
元
武
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。
番
長
に
任
ず
。（『

小
右
』
万
寿
2
・

10・
10）

万
寿
4
年
（
1027）

物
部
宗
時
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。
番
長
に
任
ず
。（『

小
右
』
万
寿
4
・

1
・
29）

播
磨
為
利
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。
番
長
に
任
ず
。（
同
上
）

文
是
安
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。（『
小
右
』

万
寿
4
・
1
・
29）

/
藤
原
道
長
に
伺
候
す
る
。

（『
小
右
』
同
4
・
4
・
23）

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）

一
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高
扶
常
〔
―
〕

在
：
小
一
条
院
随
身
。
右
近
か
。
番
長
に
任
ず
。

（『
小
右
』
万
寿
4
・
4
・
23）

下
毛
野
公
安
〔
―
〕

任
：
藤
原
実
資
随
身
。
右
近
か
。
高
扶
常
を
番
長
に

任
ず
の
替
と
し
て
、
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。（『

小
右
』
万
寿
4
・
4
・
23）

長
元
元
年
（
1028）

下
毛
野
公
安
〔
―
〕

在
：
藤
原
実
資
随
身
。
右
近
か
。（『

小
右
』
長
元

1
・
7
・
19）

秦
安
信
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
長
元
1
・
7
・
19）

文
是
安
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
長
元
1
・
7
・
19）

/
「
備
後
掾
正
六
位
上
文
宿
禰
是
安
」（
年
不
詳
）。

（『
大
間
』
第
五
「
諸
衛
兼
国
」）

惟
宗
為
武
〔
―
〕

任
：「
為
氏
」
に
つ
く
る
。「
能
射
矢
数
者
」、「

無
府

掌
」
に
よ
り
近
衛
よ
り
府
掌
に
任
ず
。
右
近
か
。

（『
小
右
』
長
元
1
・
9
・
9
）

長
元
4
年
（
1031）

下
毛
野
公
安
〔
―
〕

在
：（『

左
経
』
長
元
4
・
4
・
26）

/
藤
原
実
資
随

身
。（『

小
右
』
同
4
・
7
・
30）

長
元
5
年
（
1032）

惟
宗
為
武
〔
―
〕

在
：「
賭
射
矢
数
者
」、
ま
た
源
隆
国
の
望
み
に
よ
り

番
長
に
任
ず
。（『

小
右
』
長
元
5
・
12・

3
）

康
和
5
年
（
1103）

佐
伯
重
友
〔
―
〕

在
：（『

為
房
』
康
和
5
・
8
・
17）

身
人
部
友
重
〔
―
〕

在
：（『

為
房
』
康
和
5
・
8
・
17）

仁
平
元
年
（
1151）

秦
清
貞
〔
―
〕

在
：（『

台
記
』
仁
平
1
・
11・

10）
秦
安
国
〔
―
〕

在
：
名
前
に
誤
り
あ
る
か
。（
同
上
）

矢
田
部
成
方
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

物
部
安
貞
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

田
口
重
元
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

秦
久
元
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

建
久
9
年
（
1198）

中
原
国
元
〔
―
〕

在
：「
府
生
」
と
あ
る
は
「
府
掌
」
の
誤
り
か
。

（ 『
移
徙
』
後
鳥
羽
院
甲
）

立
花
武
久
〔
―
〕

在
：（『

移
徙
』
後
鳥
羽
院
甲
）

清
原
武
次
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

秦
国
久
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

左
右
近
衛
府
将
曹

和
暦
（
西
暦
）

左
近
衛
将
曹

備
考
・
出
典

右
近
衛
将
曹

備
考
・
出
典

左
右
不
詳

備
考
・
出
典

神
護
景
雲
元
年（
767）

大
同
2
年
（
807）

に
「
左
近
衛
府
」・「

右
近
衛
府
」
が
成
立
す
る
ま
で
は
「
近
衛
府
」
単
一
の
組
織
で
あ
る
た
め
、
天
平
神
護
元
年
（
765）

～
大
同
元
年
（
806）

の
期
間
で
は
左
・
右
の
区
別
は
な
い
が
、
こ
の
期
間
の
補
任
状
況
は
便
宜
上
、「
左
右
不
詳
」
の
項
目
に
ま
と
め
て
い
る
。

間
人
足
人
（
従
六
位
下
）

在
：（『

続
紀
』
神
護
景
雲
1
・
3
・
17）

延
暦
2
年
（
783）

筑
紫
広
嶋
〔
外
従
五
位
下
〕
在
：
兼
播
磨
大
掾
。（『

続
紀
』
延
暦
2
・
2
・
26）

延
暦
5
年
（
786）

牡
鹿
嶋
足
〔
―
〕

在
：（『

続
紀
』
延
暦
5
・
1
・
7
）

弘
仁
元
年
（
810）

住
吉
豊
継
〔
―
〕

在
：（『

後
紀
』
弘
仁
1
・
9
・
11）

/
弘
仁
5
年

時
、
従
七
位
下
（『
三
代
』
,『
類
国
』
弘
仁
5
・

1
・
7
）

天
長
2
年
（
825）

中
臣
鹿
島
貞
忠〔
従
八
位
上
〕
在
：（『

類
国
』
天
長
2
・
⑦
・
22）

天
長
10年

（
833）

伴
林
御
園
〔
―
〕

在
：
伴
宿
禰
の
姓
を
賜
う
。（『

続
後
紀
』
天
長
10・

2
・
25）

承
和
元
年
（
834）

佐
伯
重
成
〔
―
〕

在
：（『

紀
略
』
承
和
1
・
11・

11）

承
和
10年

（
843）

坂
上
瀧
守
〔
―
〕

任
：
19歳

、
左
近
衛
将
曹
に
任
ず
。（『

三
代
』
元
慶

5
・
11・

9
）

嘉
祥
3
年
（
850）

粟
田
真
持
〔
―
〕

在
：（『

文
徳
』
嘉
祥
3
・
4
・
14）

斉
衡
元
年
（
854）

神
門
氏
成
〔
―
〕

在
：（『

文
徳
』
斉
衡
1
・
4
・
27）

貞
観
2
年
（
860）

忠
世
真
〔
外
従
五
位
下
〕

在
：
叙
外
従
五
位
下
。（『
三
代
』
貞
観
2
・
11・

16）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）
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貞
観
6
年
（
864）

和
薬
弟
雄
〔
正
六
位
上
〕

在
：
宿
禰
の
姓
を
賜
う
。（『

三
代
』
貞
観
6
・
8
・

17）

元
慶
2
年
（
878）

茨
田
貞
額
〔
従
七
位
下
〕

在
：
兼
出
羽
権
大
目
。（『
三
代
』
元
慶
2
・
5
・

4
）

元
慶
3
年
（
879）

茨
田
貞
額
〔
従
七
位
下
〕

在
：
兼
出
羽
権
大
目
。（『
三
代
』
元
慶
3
・
6
・

26）

淡
路
有
守
〔
―
〕

在
：
左
近
将
曹
よ
り
少
外
記
に
任
ず
。（『

魚
魯
』
巻

第
七
「
自
近
衛
将
曹
任
外
記
例
」、『

外
記
』）

壬
生
益
成
〔
―
〕

任
：（『

古
今
』）

元
慶
6
年
（
882）

壬
生
益
成
〔
従
六
位
上
〕

在
：（『

三
代
』
元
慶
6
・
11・

朔
）

仁
和
3
年
（
887）

宮
道
有
憲
〔
―
〕

在
：（『

符
宣
』
第
四
　
御
膳
）

寛
平
元
年
（
889）

宮
道
有
憲
〔
―
〕

在
：
右
近
将
曹
よ
り
少
外
記
に
任
ず
。（『

魚
魯
』
巻

第
七
「
自
近
衛
将
曹
任
外
記
例
」、『

外
記
』）

延
長
3
年
（
925）

上
毛
野
時
見
〔
―
〕

在
：
人
長
。（『

吏
部
』
延
長
3
・
11・

20、『
要
略
』

巻
二
十
八
年
中
行
事
十
一
月
）

延
長
6
年
（
928）

尾
張
遠
峯
〔
―
〕

在
：（『

吏
部
』
延
長
6
・
11・

21）
天
慶
4
年
（
941）

播
磨
当
樹
〔
―
〕

在
：（『

世
紀
』
天
慶
4
・
11・

5
）

天
慶
5
年
（
942）

播
磨
文
仲
〔
―
〕

在
：（『

吏
部
』
天
慶
5
・
11・

24）
天
慶
8
年
（
945）

船
木
利
用
〔
―
〕

在
：（『

小
野
宮
年
中
行
事
』
二
月
　
御
読
経
事
）

天
暦
7
年
（
953）

船
木
茂
実
〔
―
〕

在
：（『

九
暦
』
天
暦
7
・
10・

28）

応
和
1
年
（
961）

石
野
善
根
〔
―
〕

在
：
格
勤
に
よ
り
、
備
前
国
史
生
を
兼
任
す
る
。

（『
符
宣
』
第
七
　
諸
国
一
分
）

応
和
3
年
（
963）

間
人
秀
仁
〔
―
〕

在
：（『

村
上
』
応
和
3
・
9
・
26）

康
保
1
年
（
964）

石
野
善
根
〔
―
〕

在
：
こ
の
年
3
月
に
権
将
監
に
任
ず
。（『

符
宣
』
第

七
　
諸
国
一
分
）

天
延
2
年
（
974）

物
部
行
忠
〔
―
〕

任
：
将
曹
よ
り
権
将
監
に
任
ず
。（『

親
信
』
天
延

2
・
4
・
10）

永
観
2
年
（
984）

下
毛
野
重
行
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
観
2
・
11・

5
）

寛
和
元
年
（
985）

多
好
茂
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
和
1
・
3
・
30）

間
人
惟
武
〔
―
〕

在
：
左
近
か
。（『

小
右
』
寛
和
1
・
1
・
10）

秦
興
蔚
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
和
1
・
5
・
21）

永
延
2
年
（
988）

尾
張
兼
時
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
延
2
・
11・

7
）

永
祚
元
年
（
989）

御
春
清
助
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
祚
1
・
4
・
28）

多
好
茂
〔
―
〕

在
：
同
日
解
却
す
。（『

小
右
』
永
祚
1
・
6
・
12）

/
右
兵
衛
尉
。（『

小
右
』
寛
弘
2
・
3
・
6
）

尾
張
兼
時
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
祚
1
・
4
・
28、

同
1
・
9
・

19）
三
宅
滋
明
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
永
祚
1
・
7
・
3
）

正
暦
2
年
（
991）

尾
張
兼
時
〔
―
〕

在
：（『

著
聞
』
馬
芸
第
十
四
-
三
五
四
）

下
毛
野
敦
行
〔
―
〕

在
：（『

著
聞
』
馬
芸
第
十
四
-
三
五
四
）

正
暦
4
年
（
993）

三
宅
滋
明
〔
―
〕

在
：（『

世
紀
』
正
暦
4
・
11・

1
）

多
公
高
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
正
暦
4
・
4
・
15）

六
人
部
親
雅
〔
―
〕

在
：
不
参
に
よ
り
解
任
。（『

世
紀
』
正
暦
4
・
7
・

21）

長
徳
元
年
（
995）

三
宅
滋
明
〔
―
〕

在
：（『

世
紀
』
,『
権
記
』
長
徳
1
・
10・

7
）
/

「
左
近
将
監
」。（『

世
紀
』
,『
権
記
』
同
1
・
9
・

22）

長
徳
2
年
（
996）

三
宅
滋
明
〔
―
〕

在
：（
小
右
）
長
徳
2
・
8
・
17

中
臣
嘉
武
〔
正
六
位
上
〕

任
：（『

長
徳
』）

美
努
秀
茂
〔
正
六
位
上
〕

任
：（『

長
徳
』）

長
徳
3
年
（
997）

（
姓
不
詳
）
粟
百
〔
―
〕

在
：（『

権
記
』
長
徳
3
・
8
・
6
）

長
徳
4
年
（
998）

尾
張
兼
時
〔
―
〕

在
：
左
近
将
曹
か
。（『

権
記
』
長
徳
4
・
9
・
26）

身
人
部
仲
重
〔
―
〕

在
：（『

権
記
』
長
徳
4
・
3
・
28）
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長
保
元
年
（
999）

身
人
部
仲
重
〔
―
〕

在
：（『

世
紀
』
長
保
1
・
6
・
18）

紀
光
方
〔
―
〕

在
：
左
近
か
。（『

権
記
』
長
保
1
・
12・

17）

長
保
5
年
（
1003）

多
武
文
〔
―
〕

在
：（『

権
記
』
長
保
5
・
4
・
21）

下
毛
野
公
助
ヵ
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

寛
弘
元
年
（
1004）

物
部
武
能
〔
―
〕

在
：「
武
告
」
に
つ
く
る
。（『

御
堂
』
寛
弘
1
・

5
・
27）

身
人
部
仲
重
〔
―
〕

在
：（『

御
堂
』
寛
弘
1
・
5
・
27）

寛
弘
2
年
（
1005）

多
武
文
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
2
・
2
・
14）

/『
江
家
次
第
』

巻
十
九
「
臨
時
競
馬
事
」
に
は
「
物
部
武
文
」
な
る

人
物
あ
り
。
関
連
あ
る
か
。

高
扶
宣
〔
―
〕

任
：
将
曹
欠
に
よ
り
府
生
よ
り
将
曹
に
任
ず
。（『

小
右
』
寛
弘
2
・
4
・
25）

身
人
部
仲
重
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
2
・
5
・
6
）

身
人
部
保
春
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
寛
弘
2
・
7
・
29）

/
権

随
身
。（『

小
右
』
同
2
・
10・

19）

寛
弘
3
年
（
1006）

多
武
文
〔
―
〕

在
：「
多
武
文
」。
競
馬
乗
尻
と
せ
ん
が
た
め
、
右
近

衛
将
曹
よ
り
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

御
堂
』
寛
弘

3
・
9
・
14）

/『
江
家
次
第
』
巻
十
九
「
臨
時
競

馬
事
」
に
は
「
物
部
武
文
」
な
る
人
物
あ
り
。
関
連

あ
る
か
。

宗
岳
高
兼
〔
―
〕

任
：「
美
濃
掾
」。
競
馬
乗
尻
と
せ
ん
が
た
め
、
将
曹

に
任
ず
。（『

御
堂
』
寛
弘
3
・
9
・
14）

寛
弘
5
年
（
1008）

下
毛
野
公
助
〔
―
〕

在
：（『

御
堂
』
寛
弘
5
・
2
・
1
）

高
向
ヵ
公
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
5
・
12・

18）

寛
弘
8
年
（
1011）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

権
記
』
寛
弘
8
・
11・

30）
下
毛
野
公
助
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
8
・
9
・
25）

高
助
宣
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
8
・
1
・
21）

紀
正
方
ヵ
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
弘
8
・
8
・
26）

/
権
随
身
。

（『
小
右
』
同
8
・
12・

27）
/
或
い
は
多
政
方
か
。

長
和
元
年
（
1012）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
1
・
4
・
23）

長
和
2
年
（
1013）

宗
岡
高
兼
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
2
・
9
・
16）

下
毛
野
公
助
〔
―
〕

在
：「
将
曹
」
と
あ
る
は
誤
り
か
。（『

世
紀
』
,『
小

右
』
長
和
2
・
4
・
23）

中
臣
嘉
数
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
長
和
2
・
9
・
21）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
2
・
4
・
1
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
2
・
1
・
16）

/「
紀
正
方
」

と
あ
り
。
前
後
の
時
期
よ
り
紀
正
方
は
近
衛
府
諸
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
散
見
さ
れ
る
。

多
治
時
政
〔
正
六
位
上
〕

任
：
一
条
院
蔵
人
所
出
納
の
労
に
よ
り
左
近
将
曹
に

任
ず
。（『

大
間
』
第
八
「
旧
労
」）

長
和
3
年
（
1014）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
3
・
2
・
3
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
3
・
2
・
4
）

多
武
吉
〔
―
〕

在
：「
八
番
〈
番
長
秦
武
方
、
将
曹
多
武
吉
〉」。

（『
小
右
』
長
和
3
・
5
・
16）

大
石
奉
吉
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
3
・
5
・
16）

長
和
4
年
（
1015）

六
人
部
保
春
〔
―
〕

在
：
こ
の
日
将
監
に
任
ぜ
ら
る
か
。（『

小
右
』
長
和

4
・
8
・
27）

/
身
人
部
保
春
と
同
一
人
物
か
。

秦
正
親
〔
―
〕

任
：
こ
の
日
府
生
よ
り
将
曹
に
任
ず
。（『

小
右
』
長

和
4
・
9
・
2
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
4
・
4
・
27）

長
和
5
年
（
1016）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（ 『

小
右
』
長
和
5
・
1
・
7
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
5
・
1
・
14）

小
野
奉
政
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
和
5
・
1
・
29）

寛
仁
元
年
（
1017）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

御
堂
』
寛
仁
1
・
8
・
23）

多
政
方
〔
―
〕

在
：「
正
方
」
に
つ
く
る
。（『

左
経
』
寛
仁
1
・

9
・
23）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
1
・
8
・
9
）

寛
仁
2
年
（
1018）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
2
・
4
・
1
）

若
倭
部
亮
範
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。（『

小
右
』
寛
仁
2
・
5
・
22）

寛
仁
3
年
（
1019）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
3
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
13）

若
倭
部
亮
範
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

多
政
方
〔
―
〕

在
：「
雅
方
」
に
つ
く
る
。
こ
の
時
期
丹
後
国
に
在

り
。（『

小
右
』
寛
仁
3
・
7
・
24）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
3
・
2
・
11）

寛
仁
4
年
（
1020）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
寛
仁
4
・
10・

8
）

多
政
方
〔
―
〕

在
：「
正
方
」
に
つ
く
る
。（『

小
右
』
逸
文
 寛
仁

4
・
3
・
22）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
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治
安
元
年
（
1021）

多
政
方
〔
―
〕

在
：
上
﨟
。（『

小
右
』
治
安
1
・
3
・
29）

（
姓
不
詳
）
為
国
〔
―
〕

在
：
秦
氏
或
い
は
播
磨
氏
か
。（『

小
右
』
治
安
1
・

10・
14）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
1
・
7
・
26）

治
安
2
年
（
1022）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
2
・
4
・
25）

治
安
3
年
（
1023）

秦
延
命
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
16）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
1
・
11）

八
俣
部
重
種
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
17）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
17）

/
同
3
・
⑨
・

23、
舞
師
。

榎
本
季
理
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

（
姓
不
詳
）
高
範
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
17）

（
姓
不
詳
）
武
数
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
治
安
3
・
4
・
17）

/
南
海
道
相
撲

使
。（『

小
右
』
同
3
・
7
・
19）

万
寿
元
年
（
1024）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
1
・
1
・
15）

小
野
奉
政
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
1
・
1
・
17）

万
寿
2
年
（
1025）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
2
・
3
・
17）

多
重
孝
〔
―
〕

在
か
：
藤
井
尚
貞
を
多
重
孝
の
替
と
し
て
府
生
に
任

ず
と
あ
り
。（『

小
右
』
万
寿
2
・
3
・
15）

万
寿
3
年
（
1026）

（
姓
不
詳
）
延
名
〔
―
〕

在
：
秦
延
命
か
。 （『
左
経
』
万
寿
3
・
1
・
24）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：
南
海
道
相
撲
使
。（『
小
右
』
万
寿
3
・
7
・

30）
（
姓
不
詳
）
茂
助
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
逸
文
 万
寿
3
・
4
・
1
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：
大
宰
相
撲
使
。（『

小
右
』
万
寿
3
・
7
・
30）

万
寿
4
年
（
1027）

若
倭
部
亮
範
〔
―
〕

在
：
藤
原
実
資
随
身
。（『
小
右
』
万
寿
4
・
1
・

3
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
4
・
4
・
7
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
4
・
7
・
25）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
万
寿
4
・
7
・
29）

長
元
元
年
（
1028）

大
石
久
遠
〔
―
〕

在
：（『

左
経
』
長
元
1
・
5
・
18）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
1
・
7
・
10）

（
姓
不
詳
）
延
名
〔
―
〕

在
：
秦
延
命
か
。（『

左
経
』
長
元
1
・
5
・
17）

長
元
2
年
（
1029）

（
姓
不
詳
）
久
友
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
2
・
4
・
1
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
2
・
7
・
19）

秦
延
命
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
2
・
4
・
14）

長
元
3
年
（
1030）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
3
・
5
・
2
ヵ
）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

勝
良
真
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

若
倭
部
亮
範
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
3
・
9
・
22）

長
元
4
年
（
1031）

尾
張
時
頼
〔
―
〕

在
：
人
長
。
こ
の
秋
死
去
。（『
左
経
』
長
元
4
・

⑩
・
24）

秦
正
親
〔
―
〕

在
：
権
随
身
に
任
ず
。（『
小
右
』
長
元
4
・
1
・

1
）

大
石
久
遠
〔
―
〕

在
：
左
近
か
。（『

左
経
』
長
元
4
・
7
・
5
）

紀
正
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
4
・
2
・
6
）

長
元
5
年
（
1032）

（
姓
不
詳
）
延
名
〔
―
〕

在
：
秦
延
命
か
。（『

左
経
』
長
元
5
・
6
・
11）

（
姓
不
詳
）
時
国
〔
―
〕

在
：（『

左
経
』
長
元
5
・
3
・
17、『

小
右
』
長
元

5
・
4
・
21）

茨
田
為
弘
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
長
元
5
・
4
・
21）

長
元
6
年
（
1033）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（『

小
右
』
逸
文
 長
元
6
・
11・

28）
長
元
8
年
（
1035）

（
姓
不
詳
）
時
国
〔
―
〕

在
：（『

左
経
』
長
元
8
・
1
・
19）

長
曆
2
年
（
1038）

（
姓
不
詳
）
久
友
〔
―
〕

在
：（『

春
逸
』）

多
政
方
〔
―
〕

在
：（『

春
逸
』）

高
向
ヵ
公
方
〔
―
〕

在
：（『

春
逸
』）

長
暦
3
年
（
1039）

（
姓
不
詳
）
久
友
〔
―
〕

在
：（『

春
記
』
長
暦
3
・
⑫
・
14）

永
承
3
年
（
1048）

茨
田
光
重
〔
―
〕

任
：
同
日
、
左
近
府
生
よ
り
「
右
近
将
曹
」
に
任

ず
。（『

春
記
』
永
承
3
・
3
・
3
）
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永
承
5
年
（
1050）

大
友
信
国
〔
―
〕

在
：（『

春
記
』
永
承
5
・
3
・
6
）

多
政
資
〔
―
〕

在
：「
政
助
」
に
つ
く
る
。（『

春
記
』
永
承
5
・

3
・
6
）
/「
右
近
将
曹
」。（『

春
記
』
同
5
・
3
・

12）
茨
田
光
重
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

狛
則
高
〔
―
〕

在
：
楽
人
に
転
任
す
る
。（
同
上
）

（
姓
不
詳
）
吉
光
〔
―
〕

在
：（『

春
記
』
永
承
5
・
3
・
12）

康
平
4
年
（
1061）

藤
沢
吉
高
〔
―
〕

在
：（『

山
槐
』
平
治
1
・
1
・
18）

康
平
5
年
（
1062）

三
池
安
武
〔
―
〕

在
：（『

定
家
』
康
平
5
・
4
・
22）

/「
讃
岐
権
掾

正
六
位
上
三
池
宿
禰
安
武
」（
年
不
詳
）。（『

大
間
』

第
五
「
諸
衛
兼
国
」）

治
暦
3
年
（
1067）

玉
手
輔
頼
〔
従
七
位
上
〕

任
：
右
近
将
曹
に
任
ず
。（『

朝
野
』
第
四
　
朝
議

上
）

治
暦
4
年
（
1068）

滋
生
行
兼
〔
―
〕

在
：「
行
包
」
に
つ
く
る
。（『

江
逸
』
治
暦
4
・

7
・
21）

香
佐
任
〔
―
〕

在
：
高
佐
任
か
。（『

江
逸
』
治
暦
4
・
7
・
21）

延
久
元
年
（
1069）

（
姓
不
詳
）
武
吉
〔
―
〕

在
：（『

土
右
』
延
久
1
・
6
・
25）

延
久
2
年
（
1070）

大
松
惟
季
〔
従
七
位
上
〕

任
：
本
府
労
に
よ
り
左
近
将
曹
に
転
任
す
る
。（『

大
間
』
大
八
「
転
任
」）

承
保
3
年
（
1076）

秦
武
元
〔
―
〕

在
ヵ
：
近
江
国
雉
所
預
職
に
任
じ
、
の
ち
出
家
。

（『
朝
野
』
第
八
　
別
奏
）

承
保
4
年
（
1077）

狛
則
季
〔
―
〕

任
：
府
生
よ
り
将
曹
に
任
ず
。（『

水
左
』
承
保
4
・

12・
13）

承
暦
2
年
（
1078）

滋
生
行
兼
〔
正
六
位
上
〕

在
：「
周
防
少
掾
正
六
位
上
滋
生
宿
禰
行
兼
〈
兼
左

近
将
曹
〉」、「

被
任
美
作
・
周
防
掾
闕
状
」。（『

大
間
』
第
五
「
諸
衛
兼
国
」）

承
暦
3
年
（
1079）

大
神
（
名
不
詳
）

在
：
僧
長
徳
田
地
売
券
に
加
判
。（『

平
遺
』
1172）

下
毛
野
助
友
〔
―
〕

在
：（『

為
房
』
承
暦
3
・
4
・
11）

佐
伯
忠
国
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

承
暦
4
年
（
1080）

中
臣
ヵ
助
任
〔
―
〕

在
：（『

水
左
』
承
暦
4
・
1
・
16）

下
毛
野
助
友
〔
―
〕

在
：（『

水
左
』
承
暦
4
・
・
10・

21）
応
徳
元
年
（
1084）

玉
手
輔
頼
〔
―
〕

在
：（『

水
左
』
補
遺
永
保
四
年
正
月
十
七
日
）

応
徳
2
年
（
1085）

紀
清
任
〔
正
六
位
上
〕

任
：「
本
府
奏
」。（『

魚
魯
』
巻
第
二
「
諸
司
奏
」）

寛
治
元
年
（
1087）

下
毛
野
兼
任
〔
―
〕

在
：「
下
野
兼
任
」
と
あ
り
。
秦
兼
任
の
誤
り
か
。

（『
為
房
』
寛
治
1
・
4
・
23）

寛
治
2
年
（
1088）

中
臣
近
友
〔
―
〕

任
：
将
曹
に
任
ず
。（『

中
右
』
寛
治
2
・
1
・
13）

/
藤
原
忠
実
舞
師
。（『

師
通
』
同
2
・
2
・
28）

/
白
河
上
皇
随
身
。「
中
臣
近
友
」。（『

寛
治
』
,『
時

範
』
同
2
・
3
・
23）

下
毛
野
重
季
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
寛
治
』
寛
治
2
・
3
・

23）
/（『

時
範
』
同
1
・
3
・
23）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

任
：
将
曹
に
任
ず
。「
敦
末
」
に
つ
く
る
。（『

中
右
』

寛
治
2
・
1
・
13）

/
白
河
上
皇
随
身
。（『

中
右
』

同
2
・
11・

11）

多
資
忠
〔
―
〕

在
か
：（『

中
右
』
寛
治
2
・
1
・
19）

/「
祐
忠
」

に
つ
く
る
。
多
資
忠
か
。（『

帥
記
』
寛
治
2
・
8
・

7
）

寛
治
5
年
（
1091）

紀
清
任
〔
―
〕

在
：（『

江
逸
』
寛
治
3
・
1
・
5
）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

在
：「
厚
末
」
に
つ
く
る
。（『

江
逸
』
寛
治
5
・

1
・
18）

/「
敦
末
」
に
つ
く
る
。（ 『
師
通
』
同

5
・
3
・
26/
4
・
15、『

中
右
』
同
5
・
3
・
27）

中
臣
近
友
〔
―
〕

在
：「
大
中
臣
」
に
つ
く
る
。（『

師
通
』
寛
治
5
・

3
・
26/
4
・
15、『

中
右
』
同
5
・
3
・
27）

/
「
摂
津
国
左
近
衛
将
曹
中
臣
近
友
請
文
」。
摂
津
国
水

成
瀬
村
東
大
寺
領
田
申
請
。（『

平
遺
』
1291）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）
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寛
治
6
年
（
1092）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

在
：「
敦
末
」
に
つ
く
る
。（『

師
通
』
寛
治
6
・

2
・
6
）
/
年
預
。
父
子
と
も
に
年
預
を
務
む
を
申

す
旨
あ
り
。（『

師
通
』
同
6
・
12・

28、
30）

/
白

河
上
皇
随
身
。（『

中
右
』
寛
治
6
・
4
・
20）

（
姓
不
詳
）
高
重
〔
―
〕

在
：（『

為
房
』
寛
治
6
・
1
・
19）

中
臣
近
友
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
中
右
』
寛
治
6
・
4
・

20）

（
姓
不
詳
）
助
頼
〔
―
〕

在
：「
本
府
」。（『

為
房
』
寛
治
6
・
2
・
6
）

（
姓
不
詳
）
助
廉
〔
―
〕

在
：
御
随
身
。「
本
府
」。（『

為
房
』
寛
治
6
・
2
・

2
）

寛
治
7
年
（
1093）

秦
武
元
〔
正
六
位
上
〕

任
：「
式
基
」
と
あ
り
。（『
師
通
』
寛
治
7
・
4
・

21）
/（『

江
逸
』
同
7
・
10・

3
）
/「
武
基
」
に

つ
く
る
。
将
曹
に
任
ず
。（『

師
通
』
寛
治
7
・
12・

27）

山
村
吉
貞
〔
正
六
位
上
〕

任
：（『

師
通
』
,『
中
右
』
寛
治
7
・
11・

20）

中
臣
近
友
〔
―
〕

故
：
死
去
。
こ
の
時
60余

歳
。「
容
顔
美
麗
、
所
能

勝
也
。
舎
人
之
中
英
雄
者
也
」。
大
中
臣
近
友
と
同

一
人
物
。
中
臣
兼
武
男
。（『

中
右
』
寛
治
7
・
12・

18）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

任
：「
延
末
」
に
つ
く
る
。
府
生
よ
り
将
曹
に
任

ず
。（『

師
通
』
寛
治
7
・
12・

27）
/
白
河
上
皇
随

身
。
元
左
近
府
生
。（『

中
右
』
同
7
・
12・

27）

秦
武
元
〔
―
〕

任
ヵ
：「
元
右
院
御
随
身
」
と
あ
り
。（『

中
右
』
寛

治
7
・
12・

27）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
中
右
』
寛
治
7
・
5
・

9
）
/（『

師
通
』
同
7
・
4
・
21）

嘉
保
元
年
（
1094）

下
毛
野
敦
季
〔
―
〕

在
：
除
目
に
お
い
て
左
近
将
監
に
任
ず
。（『

中
右
』

嘉
保
1
・
3
・
28）

紀
清
任
〔
―
〕

在
：（ 『
江
逸
』
嘉
保
1
・
4
・
14）

秦
武
元
〔
―
〕

在
：「
院
」。（『

江
逸
』
嘉
保
1
・
4
・
14）

/
白
河

上
皇
随
身
。（『

中
右
』
同
1
・
4
・
16）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
院
」。（『

江
逸
』
嘉
保
1
・
4
・
14）

嘉
保
2
年
（
1095）

中
臣
ヵ
武
光
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
中
右
』
嘉
保
2
・
4
・

19）
秦
武
元
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
嘉
保
2
・
8
・
28）

/
永
久
4
年

（
1116）「

従
七
位
上
秦
宿
禰
武
元
」
を
皇
后
宮
当
年

御
給
に
よ
り
美
作
少
目
に
任
ず
る
の
記
載
あ
り
。

（『
大
間
』
第
一
「
当
年
給
」）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。（『
中
右
』
嘉
保
2
・
4
・

19）

永
長
元
年
（
1096）

紀
清
任
〔
―
〕

在
：
穢
所
よ
り
本
陣
に
向
か
う
に
よ
り
過
状
を
提

出
。（『

時
範
』
永
長
1
・
3
・
14）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：
白
河
上
皇
随
身
。「
近
末
」
に
つ
く
る
。（『

中
右
』
永
長
1
・
1
・
11）

/
陸
奥
御
馬
使
に
任
ず
。

（『
師
通
』
同
1
・
3
・
25）

/
陸
奥
御
馬
交
易
使
に

任
ず
。（『

時
範
』
同
1
・
3
・
29）

/
御
馬
使
。

（『
中
右
』
同
1
・
4
・
7
）

承
徳
元
年
（
1097）

紀
ヵ
清
任
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
承
徳
1
・
2
・
3
）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：
陸
奥
御
馬
交
易
使
。（『

中
右
』
承
徳
1
・
①
・

28）

承
徳
2
年
（
1098）

秦
兼
方
〔
正
六
位
上
〕

任
：
将
曹
転
任
を
申
し
任
ず
。（『

魚
魯
』
巻
第
二

「
諸
司
」）
/（『

大
間
』
第
八
「
転
任
」）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
承
徳
2
・
7
・
20）

大
松
惟
季
〔
正
六
位
上
〕

任
：
本
府
労
に
よ
り
将
曹
に
転
任
す
る
。（『

魚
魯
』

巻
第
二
「
諸
司
」
/（『

大
間
』
第
八
「
転
任
」）

康
和
元
年
（
1099）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：
右
近
か
。 （『
時
範
』
康
和
1
・
4
・
24）

康
和
2
年
（
1100）

身
人
部
武
近
〔
正
六
位
上
〕
任
ヵ
：
府
生
労
に
よ
り
右
近
将
曹
に
任
ず
る
か
。

「
武
近
当
職
之
労
三
十
八
年
」
と
あ
り
。（『
朝
群

抄
』）

小
部
正
清
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
康
和
2
・
3
・
9
）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
康
和
4
・
1
・
2
）
/（『

殿
曆
』
同

4
・
⑤
・
15）

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
四
十
九
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
）
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康
和
4
年
（
1102）

秦
近
行
〔
―
〕

在
：「
老
公
」、「

年
六
旬
」。
上
﨟
。（『

殿
曆
』
,

『
中
右
』
康
和
4
・
⑤
・
15）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

殿
曆
』
康
和
4
・
3
・
24、『

中
右
』
同

4
・
7
・
21）

/「
右
近
将
曹
」。『

中
部
』
第
二
九
　

諸
寺
供
養
）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
近
来
」
に
つ
く
る
。
白
河
上
皇
随
身
。
白
河

上
皇
の
定
め
に
よ
り
右
近
将
曹
よ
り
左
に
渡
る
。

（『
殿
曆
』
,『
中
右
』
康
和
4
・
⑤
・
15）

/「
実
非

御
随
身
候
召
次
所
」。（『

中
右
』
康
和
4
・
4
・
28）

康
和
5
年
（
1103）

豊
原
時
元
〔
正
六
位
上
〕

任
：
任
大
将
の
時
、
府
生
よ
り
将
曹
に
任
ず
。（『

中
右
』
,『
世
紀
』
康
和
5
・
12・

21、『
殿
曆
』
同

5
・
12・

22）
身
人
部
武
近
〔
―
〕

在
：（『

賭
部
』
康
和
五
年
正
月
十
八
日
）
/（『

為
房
』
康
和
5
・
8
・
17）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：
人
長
。
右
近
か
。（『
中
右
』
康
和
5
・
11・

5
、『
殿
曆
』
同
5
・
11・

28）

軽
部
季
友
〔
―
〕

在
：（『

賭
部
』
康
和
五
年
正
月
十
八
日
）
/（『

為
房
』
康
和
5
・
8
・
17）

長
治
元
年
（
1104）

秦
近
行
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
長
治
1
・
4
・
17）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
長
治
1
・
1
・
3
）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：
人
長
。（『
殿
曆
』
,『
中
右
』
長
治
1
・
4
・

17）

長
治
2
年
（
1105）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
,『
栄
昌
』
長
治
2
・
1
・
5
）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
近
末
」
に
つ
く
る
。「
院
候
者
」。（『

中
右
』

長
治
2
・
4
・
17、

4
・
23）

/
白
河
上
皇
随
身

か
。（『

雅
実
』
同
2
・
8
・
12）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
長
治
2
・
4
・
17）

嘉
承
元
年
（
1106）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：（『

栄
昌
』
嘉
承
1
・
7
・
27）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
,『
栄
昌
』
嘉
承
1
・
4
・
24）

/
人

長
。（『

栄
昌
』
同
1
・
12・

15、『
中
右
』
同
1
・

12・
16）

小
部
正
清
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
嘉
承
1
・
12・

16）
山
村
助
高
〔
―
〕

在
：（『

栄
昌
』
嘉
承
1
・
12・

16）
多
忠
方
〔
―
〕

在
：（
同
上
）

嘉
承
2
年
（
1107）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
近
末
」
に
つ
く
る
。「
院
将
曹
」。（『

中
右
』
,

『
栄
昌
』
嘉
承
2
・
4
・
17、『

殿
曆
』
同
2
・
4
・

26）
/「
右
近
将
監
」。（『

殿
曆
』
同
2
・
4
・
10）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：「
命
余
七
十
」。（『

中
右
』
,『
栄
昌
』
嘉
承

2
・
4
・
16）

/「
以
六
位
自
解
任
将
曹
」。
年
不

詳
。（『

魚
魯
』
別
録
巻
第
七
「
次
任
衛
府
者
」）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
,『
長
秋
』
嘉
承
2
・
1
・
3
）

天
仁
元
年
（
1108）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
：「
近
末
」
に
つ
く
る
。（『

中
右
』
天
仁
1
・

10・
15）

/
白
河
上
皇
随
身
。（『

殿
曆
』
同
1
・

4
・
3
）
/「
院
候
者
」。（『

中
右
』
同
1
・
11・

3
）
/
舞
師
。「
右
近
将
曹
」。（『

殿
曆
』
,『
中
右
』

同
1
・
11・

28）

多
忠
方
〔
―
〕

在
：（『

中
右
』
天
仁
1
・
12・

19）

豊
原
時
元
〔
―
〕

在
：（『

殿
曆
』
天
仁
1
・
11・

18）

天
仁
2
年
（
1109）

下
毛
野
近
季
〔
―
〕

在
： 「
左
近
末
将
監
」
と
あ
り
。
随
身
。（『

殿
曆
』

天
仁
2
・
8
・
2
）
/「
右
近
将
曹
」。（『

殿
曆
』
同

2
・
9
・
6
）

秦
兼
方
〔
―
〕

在
：「
府
者
」。「

右
兼
方
将
監
」。（『

殿
曆
』
天
仁

2
・
8
・
2
）
/「
右
近
将
曹
」。（『

殿
曆
』
同
2
・

9
・
6
）

近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
西
山
史
朗
）

一
三
四


